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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

保
安
林
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

監
査
委
員
告
示 

○ 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

二
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九 

 
 

公 
 

告 

○ 

公
共
測
量
の
実
施

三
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一 

 
 

正 
 

誤 

○ 

令
和
五
年
二
月
十
四
日
付
け
県
報
第
一
三
八
一
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二 

人

事

委

員

会

規

則 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

諸 

岡 
 

靖 

彦 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
事
務
決
裁
規
程

昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
七
条
第
三
項
第
五
号
中

も
の

の
下
に

及
び
所
属
職
員

副
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
除
く

の
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
に
関
す
る
こ
と

を
加
え
る

 

 

別
表
各
課
共
通
の
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
第
三
号
中

及
び
看
護
休
暇

を

看
護
休
暇
及
び

子
育
て
部
分
休
暇

に
改
め

同
欄
第
五
号
中

ロ
及
び
ハ

を

ホ
及
び
ヘ

に
改
め

同
項
課
長
専

決
事
項
の
欄
第
五
号
中

及
び

を

子
育
て
部
分
休
暇
及
び

に
改
め

同
欄
第
六
号
中

ロ
及
び 

ハ

を

ホ
及
び
ヘ

に
改
め

同
欄
第
十
三
号
中

利
用
停
止
等

を

利
用
停
止

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

特
定
有
害

物
質
に
よ

て
汚
染
さ
れ
て
お
り

土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

八
千
代
市
大
和
田
新
田
字
津
金
向
六
八
六
番
三
の
一
部

別
図
の
と
お
り

 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

ふ

素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種

類 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 

別
図

は

省
略
し

千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号 

 

森
林
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の

森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

君
津
市
西
原
字
小
田
野
下
一

五
〇
六
番 

二 

指
定
の
目
的 

 
 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

三 
指
定
施
業
要
件 

 

１ 
立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

 
 

主
伐
は

択
伐
に
よ
る

 

 
 

 
 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は

当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る

 

 
 

 
 

間
伐
に
係
る
森
林
は

次
の
と
お
り
と
す
る

 

 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

11 

月

14

日 

定 
 

例 

 

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 



 
 

 

二 
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次
の
と
お
り
と
す
る

 

 

次
の
と
お
り

は

省
略
し

そ
の
関
係
書
類
を
千
葉
県
農
林
水
産
部
森
林
課
及
び
君
津
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
三
十
六
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 
指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種
類 

臼
井
一
五 

佐
倉
市
臼
井
及
び
臼
井
台
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

臼
井
田
一
一 

佐
倉
市
臼
井
田

新
臼
井
田
及
び
臼
井
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

臼
井
田
一
二 

佐
倉
市
臼
井
田
及
び
臼
井
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

臼
井
田
一
三 

佐
倉
市
臼
井
田

臼
井
及
び
新
臼
井
田
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

臼
井
田
一
四 

佐
倉
市
臼
井
田

八
幡
台
二
丁
目

八
幡

台
一
丁
目
及
び
臼
井
台
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

岩
名
一
〇 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

吉
見
三 

佐
倉
市
吉
見
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

宮
小
路
町
二 

佐
倉
市
宮
小
路
町
及
び
城
内
町
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

飯
重
一 

佐
倉
市
飯
重
及
び
江
原
新
田
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

飯
重
二 

佐
倉
市
飯
重
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

高
岡
三 

佐
倉
市
高
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

山
王
一 

佐
倉
市
山
王
一
丁
目

大
篠
塚
及
び
太
田 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 

 
 

 

 

の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 

上
座
二 

佐
倉
市
上
座
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
志
津
六 

佐
倉
市
上
志
津
及
び
南
ユ

カ
リ
が
丘
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
志
津
七 

佐
倉
市
上
志
津
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
勝
田
三 

佐
倉
市
上
勝
田
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
勝
田
四 

佐
倉
市
上
勝
田
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

城
一 

佐
倉
市
城
及
び
石
川
の
区
域
の
う
ち

次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

城
二 

佐
倉
市
城
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

神
門
一 

佐
倉
市
神
門
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

太
田
一 

佐
倉
市
太
田
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

太
田
二 

佐
倉
市
太
田

石
川
及
び
六
崎
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

太
田
三 

佐
倉
市
太
田
及
び
大
崎
台
五
丁
目
の
区
域

の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

太
田
四 

佐
倉
市
太
田

六
崎

大
崎
台
四
丁
目
及

び
石
川
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示

す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
蛇
町
二 

佐
倉
市
大
蛇
町
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

弥
勒
町
一 

佐
倉
市
弥
勒
町
及
び
大
蛇
町
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

千
成
三 

佐
倉
市
千
成
三
丁
目

大
蛇
町

将
門
町

及
び
印
旛
郡
酒
々
井
町
本
佐
倉
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

鏑
木
町
一
八 
佐
倉
市
鏑
木
町
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
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鏑
木
町
一
九 

佐
倉
市
鏑
木
町

並
木
町
及
び
新
町
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

鏑
木
町
二
〇 

佐
倉
市
鏑
木
町
及
び
宮
小
路
町
の
区
域
の 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 

海
隣
寺
町
一 

佐
倉
市
海
隣
寺
町

田
町
及
び
鏑
木
町
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

鍋
山
町
一 
佐
倉
市
鍋
山
町

鏑
木
町

栄
町
及
び
千

成
一
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

南
ユ

カ
リ
が

丘
一 

佐
倉
市
南
ユ

カ
リ
が
丘
及
び
上
座
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

馬
渡
二 

佐
倉
市
馬
渡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

白
銀
一 

佐
倉
市
白
銀
三
丁
目
及
び
白
銀
一
丁
目
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

飯
野
町
二 

佐
倉
市
飯
野
町

飯
野
及
び
飯
野
干
拓
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

六
崎
七 

佐
倉
市
六
崎
及
び
大
崎
台
四
丁
目
の
区
域

の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

六
崎
八 

佐
倉
市
六
崎

大
崎
台
二
丁
目
及
び
大
崎

台
一
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

六
崎
九 

佐
倉
市
六
崎
及
び
石
川
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

寺
崎
四 

佐
倉
市
寺
崎
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

大
佐
倉
八 

佐
倉
市
大
佐
倉
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

飯
田
一
三 

佐
倉
市
飯
田
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
別
所
二 

佐
倉
市
上
別
所
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
篠
塚
三 

佐
倉
市
小
篠
塚
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

木
野
子
一 

佐
倉
市
木
野
子
の
区
域
の
う
ち

次
の
図 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 

 
 

 

 

面
に
示
す
区
域 

 

つ
く
し
座
一 

四
街
道
市
つ
く
し
座
三
丁
目
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

旭
ケ
丘
一 

四
街
道
市
旭
ケ
丘
一
丁
目

山
梨
及
び
旭

ケ
丘
三
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

亀
崎
一 

四
街
道
市
亀
崎
及
び
千
代
田
三
丁
目
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

亀
崎
二 

四
街
道
市
亀
崎
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

亀
崎
三 

四
街
道
市
亀
崎
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

栗
山
一 

四
街
道
市
栗
山
及
び
つ
く
し
座
三
丁
目
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

鹿
渡
一 

四
街
道
市
鹿
渡
及
び
さ
ち
が
丘
一
丁
目
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

物
井
一
二 

四
街
道
市
物
井
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

物
井
一
三 

四
街
道
市
物
井
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

和
良
比
一 

四
街
道
市
和
良
比
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

山
梨
一 

四
街
道
市
山
梨
及
び
み
そ
ら
三
丁
目
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

内
黒
田
一 

四
街
道
市
内
黒
田
及
び
千
代
田
二
丁
目
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

み
ど
り
台
一 

八
街
市
み
ど
り
台
一
丁
目

み
ど
り
台
二

丁
目
及
び
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

榎
戸
六 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

榎
戸
七 

八
街
市
榎
戸

泉
台
二
丁
目

泉
台
一
丁

目
及
び
八
街
ろ
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

榎
戸
八 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
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に
示
す
区
域 

 

榎
戸
九 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

榎
戸
一
〇 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

榎
戸
一
一 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

泉
台
一 

八
街
市
泉
台
三
丁
目
及
び
榎
戸
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

泉
台
二 

八
街
市
泉
台
二
丁
目

榎
戸
及
び
泉
台
三

丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

泉
台
三 

八
街
市
泉
台
三
丁
目
及
び
榎
戸
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

八
街
は
一 

八
街
市
八
街
は
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

八
街
は
二 

八
街
市
八
街
は
及
び
佐
倉
市
上
勝
田
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

八
街
ろ
一 

八
街
市
八
街
ろ
及
び
榎
戸
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

岩
戸
一
五 

印
西
市
岩
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
林
一
七 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
林
一
八 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
林
一
九 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
林
二
〇 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
林
二
一 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
林
二
二 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

小
林
浅
間 

印
西
市
小
林
浅
間
三
丁
目

小
林
浅
間
一 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 
 

 

 
 

 

 

丁
目
及
び
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

 

大
森
四 

印
西
市
大
森
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
岡
五 

印
西
市
平
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
岡
六 

印
西
市
平
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
岡
七 

印
西
市
平
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
岡
八 

印
西
市
平
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

木
下 

印
西
市
木
下

木
下
南
一
丁
目
及
び
木
下

南
二
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

酒
々
井
七 

印
旛
郡
酒
々
井
町
酒
々
井
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
岩
橋
一
三 

印
旛
郡
酒
々
井
町
上
岩
橋
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

上
岩
橋
一
四 

印
旛
郡
酒
々
井
町
上
岩
橋
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

馬
橋
三 

印
旛
郡
酒
々
井
町
馬
橋
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

馬
橋
四 

印
旛
郡
酒
々
井
町
馬
橋
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

本
佐
倉
九 

印
旛
郡
酒
々
井
町
本
佐
倉

上
本
佐
倉
及

び
佐
倉
市
将
門
町
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

酒
直
六 

印
旛
郡
栄
町
酒
直
及
び
酒
直
台
二
丁
目
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

酒
直
七 

印
旛
郡
栄
町
酒
直
及
び
酒
直
台
一
丁
目
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

酒
直
台 
印
旛
郡
栄
町
酒
直
台
二
丁
目
及
び
酒
直
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

矢
口
一 

印
旛
郡
栄
町
矢
口
及
び
北
辺
田
の
区
域
の 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
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う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

 

竜
角
寺
台 

印
旛
郡
栄
町
竜
角
寺
台
一
丁
目
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

安
食
一
〇 

印
旛
郡
栄
町
安
食
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

興
津
三 

印
旛
郡
栄
町
興
津
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

須
賀
五 

印
旛
郡
栄
町
須
賀
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

須
賀
六 

印
旛
郡
栄
町
須
賀
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

須
賀
七 

印
旛
郡
栄
町
須
賀
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

北
辺
田
一 

印
旛
郡
栄
町
北
辺
田
の
区
域
の
う
ち

次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

麻
生
一 

印
旛
郡
栄
町
麻
生
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

麻
生
二 

印
旛
郡
栄
町
麻
生
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

麻
生
三 

印
旛
郡
栄
町
麻
生
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

龍
角
寺 

印
旛
郡
栄
町
龍
角
寺
の
区
域
の
う
ち

次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号 

 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
十
二
年
法
律
第

五
十
七
号

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

区
域
の
名
称 

指
定
の
区
域 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

臼
井
一
五 

佐
倉
市
臼
井
及
び
臼
井
台
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

臼
井
田
一
一 

佐
倉
市
臼
井
田

新
臼
井
田
及

び
臼
井
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

臼
井
田
一
二 

佐
倉
市
臼
井
田
及
び
臼
井
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

臼
井
田
一
三 

佐
倉
市
臼
井
田

臼
井
及
び
新

臼
井
田
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

臼
井
田
一
四 

佐
倉
市
臼
井
田

八
幡
台
二
丁

目

八
幡
台
一
丁
目
及
び
臼
井

台
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

岩
名
一
〇 

佐
倉
市
岩
名
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

吉
見
三 

佐
倉
市
吉
見
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

宮
小
路
町
二 

佐
倉
市
宮
小
路
町
及
び
城
内
町

の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

飯
重
一 

佐
倉
市
飯
重
及
び
江
原
新
田
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示

す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

飯
重
二 

佐
倉
市
飯
重
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

高
岡
三 

佐
倉
市
高
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

山
王
一 

佐
倉
市
山
王
一
丁
目

大
篠
塚

及
び
太
田
の
区
域
の
う
ち

次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
座
二 
佐
倉
市
上
座
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 
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上
志
津
六 

佐
倉
市
上
志
津
及
び
南
ユ

カ

リ
が
丘
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
志
津
七 

佐
倉
市
上
志
津
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
勝
田
三 

佐
倉
市
上
勝
田
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
勝
田
四 

佐
倉
市
上
勝
田
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

城
一 

佐
倉
市
城
及
び
石
川
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

城
二 

佐
倉
市
城
の
区
域
の
う
ち

次

の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

神
門
一 

佐
倉
市
神
門
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

太
田
一 

佐
倉
市
太
田
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

太
田
二 

佐
倉
市
太
田

石
川
及
び
六
崎

の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

太
田
三 

佐
倉
市
太
田
及
び
大
崎
台
五
丁

目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 
次
の
図
面
の
と
お
り 

太
田
四 

佐
倉
市
太
田

六
崎

大
崎
台

四
丁
目
及
び
石
川
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
蛇
町
二 

佐
倉
市
大
蛇
町
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

弥
勒
町
一 

佐
倉
市
弥
勒
町
及
び
大
蛇
町
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示

す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

千
成
三 

佐
倉
市
千
成
三
丁
目

大
蛇

町

将
門
町
及
び
印
旛
郡
酒
々

井
町
本
佐
倉
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

鏑
木
町
一
九 

佐
倉
市
鏑
木
町

並
木
町
及
び

新
町
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

鏑
木
町
二
〇 

佐
倉
市
鏑
木
町
及
び
宮
小
路
町

の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

海
隣
寺
町
一 

佐
倉
市
海
隣
寺
町

田
町
及
び

鏑
木
町
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

鍋
山
町
一 

佐
倉
市
鍋
山
町

鏑
木
町

栄

町
及
び
千
成
一
丁
目
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

南
ユ

カ
リ
が

丘
一 

佐
倉
市
南
ユ

カ
リ
が
丘
及
び

上
座
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

馬
渡
二 

佐
倉
市
馬
渡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

飯
野
町
二 

佐
倉
市
飯
野
町

飯
野
及
び
飯

野
干
拓
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

六
崎
七 

佐
倉
市
六
崎
及
び
大
崎
台
四
丁

目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面

に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

六
崎
八 

佐
倉
市
六
崎

大
崎
台
二
丁
目

及
び
大
崎
台
一
丁
目
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

六
崎
九 

佐
倉
市
六
崎
及
び
石
川
の
区
域

の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

寺
崎
四 

佐
倉
市
寺
崎
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

飯
田
一
三 

佐
倉
市
飯
田
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
別
所
二 
佐
倉
市
上
別
所
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 
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小
篠
塚
三 

佐
倉
市
小
篠
塚
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

木
野
子
一 

佐
倉
市
木
野
子
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

つ
く
し
座
一 

四
街
道
市
つ
く
し
座
三
丁
目
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示

す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

旭
ケ
丘
一 

四
街
道
市
旭
ケ
丘
一
丁
目

山

梨
及
び
旭
ケ
丘
三
丁
目
の
区
域

の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

亀
崎
一 

四
街
道
市
亀
崎
及
び
千
代
田
三

丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

亀
崎
二 

四
街
道
市
亀
崎
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

亀
崎
三 

四
街
道
市
亀
崎
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

栗
山
一 

四
街
道
市
栗
山
及
び
つ
く
し
座

三
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

鹿
渡
一 

四
街
道
市
鹿
渡
及
び
さ
ち
が
丘

一
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

和
良
比
一 

四
街
道
市
和
良
比
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

山
梨
一 

四
街
道
市
山
梨
及
び
み
そ
ら
三

丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

内
黒
田
一 

四
街
道
市
内
黒
田
及
び
千
代
田

二
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

榎
戸
六 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

榎
戸
七 

八
街
市
榎
戸

泉
台
二
丁
目

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

泉
台
一
丁
目
及
び
八
街
ろ
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

 
 

榎
戸
八 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

榎
戸
九 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

榎
戸
一
〇 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

榎
戸
一
一 

八
街
市
榎
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

泉
台
二 

八
街
市
泉
台
二
丁
目

榎
戸
及

び
泉
台
三
丁
目
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

泉
台
三 

八
街
市
泉
台
三
丁
目
及
び
榎
戸

の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

八
街
は
二 

八
街
市
八
街
は
及
び
佐
倉
市
上

勝
田
の
区
域
の
う
ち

次
の
図

面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

八
街
ろ
一 

八
街
市
八
街
ろ
及
び
榎
戸
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

岩
戸
一
五 

印
西
市
岩
戸
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

小
林
一
七 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

小
林
一
八 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

小
林
一
九 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

小
林
二
〇 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

小
林
二
一 
印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 
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小
林
二
二 

印
西
市
小
林
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

小
林
浅
間 

印
西
市
小
林
浅
間
三
丁
目

小

林
浅
間
一
丁
目
及
び
小
林
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

大
森
四 
印
西
市
大
森
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

平
岡
五 

印
西
市
平
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

平
岡
六 

印
西
市
平
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

平
岡
七 

印
西
市
平
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

平
岡
八 

印
西
市
平
岡
の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

木
下 

印
西
市
木
下

木
下
南
一
丁
目

及
び
木
下
南
二
丁
目
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

酒
々
井
七 

印
旛
郡
酒
々
井
町
酒
々
井
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
岩
橋
一
三 

印
旛
郡
酒
々
井
町
上
岩
橋
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

上
岩
橋
一
四 

印
旛
郡
酒
々
井
町
上
岩
橋
の
区

域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

馬
橋
三 

印
旛
郡
酒
々
井
町
馬
橋
の
区
域

の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

馬
橋
四 

印
旛
郡
酒
々
井
町
馬
橋
の
区
域

の
う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区

域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

本
佐
倉
九 

印
旛
郡
酒
々
井
町
本
佐
倉

上 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
佐
倉
及
び
佐
倉
市
将
門
町
の

区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に
示

す
区
域 

 
 

酒
直
六 

印
旛
郡
栄
町
酒
直
及
び
酒
直
台

二
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

酒
直
七 

印
旛
郡
栄
町
酒
直
及
び
酒
直
台

一
丁
目
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

酒
直
台 

印
旛
郡
栄
町
酒
直
台
二
丁
目
及

び
酒
直
の
区
域
の
う
ち

次
の

図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

矢
口
一 

印
旛
郡
栄
町
矢
口
及
び
北
辺
田

の
区
域
の
う
ち

次
の
図
面
に

示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

安
食
一
〇 

印
旛
郡
栄
町
安
食
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

興
津
三 

印
旛
郡
栄
町
興
津
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

須
賀
五 

印
旛
郡
栄
町
須
賀
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

須
賀
六 

印
旛
郡
栄
町
須
賀
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

須
賀
七 

印
旛
郡
栄
町
須
賀
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

北
辺
田
一 

印
旛
郡
栄
町
北
辺
田
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

麻
生
一 

印
旛
郡
栄
町
麻
生
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

麻
生
二 

印
旛
郡
栄
町
麻
生
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

麻
生
三 

印
旛
郡
栄
町
麻
生
の
区
域
の
う

ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 

龍
角
寺 
印
旛
郡
栄
町
龍
角
寺
の
区
域
の

う
ち

次
の
図
面
に
示
す
区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

次
の
図
面
の
と
お
り 
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次
の
図
面

は

省
略
し

千
葉
県
県
土
整
備
部
河
川
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

監

査

委

員

告

示 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

小 

倉 
 

 
 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

川 

口 
 

明 

浩 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

関 
 

 
 

政 

幸 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員 

 

岩 

井 
 

泰 

憲 

千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
八
号 

 
 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
監
査
委
員
事
務
局
事
務
決
裁
規
程

昭
和
四
十
五
年
千
葉
県
監
査
委
員
告
示
第
二
号

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
六
条
第
一
項
第
六
号
中

看
護
休
暇

の
下
に

子
育
て
部
分
休
暇

を
加
え

同
条
第
二
項
第

四
号
中

も
の

の
下
に

及
び
所
属
職
員

副
課
長
の
職
に
あ
る
者
に
係
る
も
の
を
除
く

の
子
育

て
部
分
休
暇
の
承
認
に
関
す
る
こ
と

を
加
え
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

              

 
 

 
 

                                   

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
２

９
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

５
年

１
１

月
１

４
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

羽
 

田
 

 
 

 
明

 
 

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
４

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

６
年

１
月

１
６

日
（

火
曜

日
）

か
ら

２
３

日
（

火
曜

日
）

ま
で

（
千

葉
県

の
休

日
に

関
す

る
条

例
（

平
成

元
年

千
葉

県
条

例
第

１
号

）
第

１
条

に
規

定
す

る
県

の
休

日
を

除
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら

午
後

５
時

ま
で

 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

 

 
 

最
近

５
年

間
に

４
号

警
備

業
務

に
従

事
し

た
期

間
が

通
算

し
て

３
年

以
上

で
あ

る
者

 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

１
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

申
込

み
は

、
受

け
付

け
な

い
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

５
年

１
１

月
２

７
日

（
月

曜
日

）
か

ら
１

２
月

１
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

５
８

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
２

号
）

別
記

様
式

第
１

号

の
受

講
申

込
書

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

添
付

書
類

と
と

も
に

受
講

申
込

票
を

提
出

し
た

警
察

署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

５
年

１
２

月
１

８
日

（
月

曜
日

）
か

ら
２

２
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

 
 

４
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

た
こ

と
を

証
明

す
る

警
備

業
者

の
作

成
に

係
る

書
面

（
警

備
業

務
従

事
証

明
書

）
及

び
履

歴
書

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

３
４

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法
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公

告 

 
 

 
公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 
流
山
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

空
中
写
真
撮
影

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
３

０
号

 

 
警

備
業

法
（

昭
和

４
７

年
法

律
第

１
１

７
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

２
２

条
第

２
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
を

次
の

と
お

り
実

施
す

る
。

 

 
 

令
和

５
年

１
１

月
１

４
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

羽
 

田
 

 
 

 
明

 
 

 

１
 

講
習

に
係

る
警

備
業

務
の

区
分

 

 
 

法
第

２
条

第
１

項
第

４
号

に
規

定
す

る
警

備
業

務
（

以
下

「
４

号
警

備
業

務
」

と
い

う
。

）
に

係
る

講
習

 

２
 

講
習

の
期

日
及

び
時

間
 

 
 

令
和

６
年

１
月

２
２

日
（

月
曜

日
）

及
び

２
３

日
（

火
曜

日
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

３
 

講
習

の
場

所
 

 
 

千
葉

市
中

央
区

新
田

町
４

番
２

２
号

 
サ

ン
ラ

イ
ト

７
階

 

４
 

受
講

対
象

者
 

 
 

４
号

警
備

業
務

以
外

の
警

備
業

務
の

区
分

に
係

る
法

第
２

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

又
は

警
備

員
指

導
教

育
責

任
者

及
び

機
械

警
備

業
務

管
理

者
に

係
る

講
習

等
に

関

す
る

規
則

（
昭

和
５

８
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

２
号

。
以

下
「

講
習

規
則

」
と

い
う

。
）

第
７

条

に
規

定
す

る
警

備
員

指
導

教
育

責
任

者
講

習
修

了
証

明
書

（
以

下
「

指
導

教
育

責
任

者
資

格
者

証
等

」

と
い

う
。

）
の

交
付

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
っ

て
、

最
近

５
年

間
に

４
号

警
備

業
務

に
従

事
し

た
期

間

が
通

算
し

て
３

年
以

上
で

あ
る

も
の

 

５
 

受
講

定
員

 

 
 

１
０

人
 

６
 

講
習

業
務

の
委

託
 

 
 

講
習

業
務

は
、

一
般

社
団

法
人

千
葉

県
警

備
業

協
会

に
委

託
し

て
実

施
す

る
。

 

７
 

受
講

申
込

手
続

等
 

（
１

）
受

講
申

込
手

続
 

 
 

ア
 

申
込

方
法

 

 
 

 
 

受
講

を
希

望
す

る
者

（
以

下
「

受
講

希
望

者
」

と
い

う
。

）
は

、
千

葉
県

内
の

各
警

察
署

に
備

付
け

の
受

講
申

込
票

に
必

要
事

項
を

記
入

し
、

最
寄

り
の

警
察

署
（

千
葉

県
以

外
に

住
所

を
有

す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

千
葉

県
内

の
最

寄
り

の
警

察
署

）
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
 

な
お

、
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

り
送

付
す

る
方

法
に

よ
る

申
込

み
及

び
本

人
以

外
の

者
が

行
う

 

 
 

 
申

込
み

は
、

受
け

付
け

な
い

。
 

 
 

イ
 

受
講

申
込

票
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

５
年

１
１

月
２

７
日

（
月

曜
日

）
か

ら
１

２
月

１
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

 

（
２

）
受

講
者

決
定

通
知

 

 
 

 
受

講
申

込
票

の
受

付
期

間
終

了
後

、
千

葉
県

公
安

委
員

会
が

受
講

者
を

決
定

し
、

受
講

申
込

票
を

受
理

し
た

警
察

署
を

経
由

し
て

受
講

希
望

者
に

対
し

受
講

者
決

定
通

知
を

行
う

。
 

 
 

 
な

お
、

受
講

希
望

者
が

受
講

定
員

を
超

過
し

た
場

合
は

、
抽

選
に

よ
り

受
講

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
受

講
手

続
等

 

 
 

ア
 

受
講

手
続

 

 
 

 
 

受
講

者
と

し
て

決
定

さ
れ

た
者

は
、

講
習

規
則

別
記

様
式

第
１

号
の

受
講

申
込

書
に

必
要

事
項

を
記

入
し

、
添

付
書

類
と

と
も

に
受

講
申

込
票

を
提

出
し

た
警

察
署

へ
提

出
す

る
こ

と
。

 

 
 

イ
 

受
講

申
込

書
受

付
期

間
等

 

 
 

 
 

令
和

５
年

１
２

月
１

８
日

（
月

曜
日

）
か

ら
２

２
日

（
金

曜
日

）
ま

で
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

 

 
 

ウ
 

添
付

書
類

 

 
 

 
 

４
号

警
備

業
務

に
従

事
し

て
い

た
こ

と
を

証
明

す
る

警
備

業
者

の
作

成
に

係
る

書
面

（
警

備
業

務
従

事
証

明
書

）
、

履
歴

書
及

び
指

導
教

育
責

任
者

資
格

者
証

等
の

写
し

 

（
４

）
受

講
手

数
料

等
 

 
 

ア
 

受
講

手
数

料
 

 
 

 
 

１
０

，
０

０
０

円
 

 
 

イ
 

納
入

方
法

 

 
 

 
 

受
講

申
込

書
提

出
時

に
納

入
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、

千
葉

県
警

察
本

部
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

な
お

、
既

納
の

受
講

手
数

料
は

、
還

付
し

な
い

。
 

８
 

講
習

に
関

す
る

問
合

せ
先

 

 
 

千
葉

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

風
俗

保
安

課
警

備
業

係
 

電
話

０
４

３
（

２
０

１
）

０
１

１
０
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三 

作
業
期
間 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

流
山
市
全
域 

  
 

 
公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

四
街
道
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

空
中
写
真
撮
影

 

三 

作
業
期
間 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
十
七
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

四
街
道
市
全
域 

  
 

 

公
共
測
量
の
実
施 

 

測
量
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
通
知
が
あ

た

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

測
量
計
画
機
関 

八
街
市 

二 

作
業
種
類 

公
共
測
量

空
中
写
真
撮
影

 

三 

作
業
期
間 

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

八
街
市
全
域 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日
木
更
津
市
の
変
更
に
係
る
木
更
津
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の

送
付
が
あ

た
の
で

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                   

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 

 
 

令
和

５
年

１
１

月
１

４
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

企
業

局
長

 
 

吉
 

野
 

 
美

砂
子

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

栗
山

浄
水

場
水

道
用

ポ
リ

塩
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

 
予

定
数

量
 

１
，

４
４

２
，

０
０

０
キ

ロ
グ

ラ
ム

 
②

千
葉

県
企

業
局

管
理

部
経

理
課

 
千

葉
市

花
見

川
区

幕
張

町
五

丁
目

４
１

７
番

地
２

４
 

③
令

和
５

年
９

月
８

日
 

④
ラ

サ
晃

栄
株

式
会

社
 

東
京

都
千

代
田

区
内

神
田

二
丁

目
６

番
８

号
 

⑤
１

キ
ロ

グ
ラ

ム
当

た
り

３
１

．
３

５
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

７
月

２
８

日
 

そ
の

２
 

 
①

栗
山

浄
水

場
水

道
用

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

 
予

定
数

量
 

６
３

９
，

１
０

０
キ

ロ
グ

ラ
ム

 
②

千
葉

県
企

業
局

管
理

部
経

理
課

 
千

葉
市

花
見

川
区

幕
張

町
五

丁
目

４
１

７
番

地
２

４
 

③
令

和
５

年
９

月
８

日
 

④
横

山
商

事
株

式
会

社
 

船
橋

市
西

船
五

丁
目

２
６

番
２

５
号

 
⑤

１
キ

ロ
グ

ラ
ム

当
た

り
７

７
．

６
６

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
７

月
２

８
日

 

そ
の

３
 

 
①

柏
井

浄
水

場
水

道
用

硫
酸

（
４

５
％

）
 

予
定

数
量

 
８

４
０

，
０

０
０

キ
ロ

グ
ラ

ム
 

②
千

葉
県

企
業

局
管

理
部

経
理

課
 

千
葉

市
花

見
川

区
幕

張
町

五
丁

目
４

１
７

番
地

２
４

 
③

令
和

５
年

９
月

８
日

 
④

ク
ボ

キ
水

工
株

式
会

社
 

香
取

市
牧

野
２

，
０

１
３

番
地

 
⑤

１
キ

ロ
グ

ラ
ム

当
た

り
５

９
．

９
５

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
７

月
２

８
日

 

そ
の

４
 

 
①

柏
井

浄
水

場
水

道
用

ポ
リ

塩
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

 
予

定
数

量
 

４
，

６
８

４
，

０
０

０
キ

ロ
グ

ラ
ム

 
②

千
葉

県
企

業
局

管
理

部
経

理
課

 
千

葉
市

花
見

川
区

幕
張

町
五

丁
目

４
１

７
番

地
２

４
 

③
令

和
５

年
９

月
８

日
 

④
横

山
商

事
株

式
会

社
 

船
橋

市
西

船
五

丁
目

２
６

番
２

５
号

 
⑤

１
キ

ロ
グ

ラ
ム

当
た

り
３

４
．

９
８

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
７

月
２

８
日

 

そ
の

５
 

 
①

柏
井

浄
水

場
水

道
用

液
体

苛
性

ソ
ー

ダ
（

４
５

％
）

 
予

定
数

量
 

７
８

６
，

０
０

０
キ

ロ
グ

ラ
ム

 
②

千
葉

県
企

業
局

管
理

部
経

理
課

 
千

葉
市

花
見

川
区

幕
張

町
五

丁
目

４
１

７
番

地
２

４
 

③
令

和
５

年
９

月
８

日
 

④
株

式
会

社
千

葉
メ

ン
テ

 
千

葉
市

中
央

区
新

宿
二

丁
目

１
２

番
６

号
 

⑤
１

キ
ロ

グ
ラ

ム
当

た
り

８
４

．
４

８
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

７
月

２
８

日
 

そ
の

６
 

 
①

柏
井

浄
水

場
水

道
用

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

 
予

定
数

量
 

２
，

９
９

１
，

９
０

０
キ

ロ
グ

ラ
ム

 
②

千
葉

県
企

業
局

管
理

部
経

理
課

 
千

葉
市

花
見

川
区

幕
張

町
五

丁
目

４
１

７
番

地
２

４
 

③
令

和
５

年
９

月
８

日
 

④
三

洪
ゼ

ネ
ラ

ル
株

式
会

社
 

市
原

市
小

田
部

６
７

５
番

地
１

 
⑤

１
キ

ロ
グ

ラ
ム

当
た
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正

誤 

 

令
和
五
年
二
月
十
四
日
付
け
県
報
第
一
三
八
一
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

選
挙
管
理
委
員
会

 
 

 

ペ

ジ 

段 

行 

誤 

正 

 
 

一 

上 

前
か
ら
九 

収
支 

収
支
報
告
書
の
要
旨 

                   

                                    

り
７

７
．

３
３

円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
 

⑦
令

和
５

年
７

月
２

８
日

 

そ
の

７
 

 
①

木
下

取
水

場
水

道
用

粉
末

活
性

炭
（

５
０

％
ウ

エ
ッ

ト
炭

）
 

予
定

数
量

 
１

，
７

４
７

,
０

０
０

キ
ロ

グ
ラ

ム
 

②
千

葉
県

企
業

局
管

理
部

経
理

課
 

千
葉

市
花

見
川

区
幕

張
町

五
丁

目
４

１
７

番
地

２
４

 
③

令
和

５
年

９
月
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